
市 政 ニ ュ ー ス

【問合わせ】健康課　☎８４-０６６２

高齢者の通いの場の運営を支援します

　高齢者の通いの場を充実させ、介護予防を推進するため、令和４年度分の「通所型サービスＢ地域支え合い型補
助事業」及び「げんきスポット補助事業（地域介護予防活動支援事業）」の申請を受け付けます。
補助事業の概要

事業名 通所型サービスＢ
地域支え合い型補助事業

げんきスポット補助事業
（地域介護予防活動支援事業）

補助対象事業
（主な条件）

◇毎月２回以上、１回当たり１時間以上、次に掲げる事業を実施していること
・高齢者の社会参加を促進する事業（サロンなど）
・運動機能向上に資する体操・運動に関する事業
・低栄養防止、食生活改善に関する事業
・口腔機能向上に関する事業
・介護予防または認知機能低下予防のための事業（脳トレ、文化活動など）
・介護予防のために医療機関や介護保険施設等が自主的に行う事業

要支援１・２または事業該当者の利用の受け入
れができる

１か月当たりの参加者（市内在住６５歳以上）が
延べ２０人以上

補助対象団体
（主な条件）

◇代表者の連絡先や活動場所等の情報を市民に提供することに同意する団体
◇団体の活動への参加希望を広く受け入れ、高齢者が自由に参加できる団体

補助の種類 運営費補助、立ち上げ支援補助、講師謝金補助、施設利用補助
審査方法 書面審査 書面及び面接審査

※補助金額などの詳しい情報は、健康課にお問合わせください。
申込期間　４月１日（金）～４月２２日（金）　　　　提出書類　指定の申請書類一式
提出場所　健康課　※申請書は、健康課窓口または市ホームページにあります。
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児童扶養手当（月額）　※各支払月に、その前月分までをまとめて支給します。

区分
全部支給 一部支給

支払月～３月分
（改正前）

４月分～
（改正後）

～３月分
（改正前）

４月分～
（改正後）

児童１人のとき ４３，１６０円 ４３，０７０円 ４３，１５０円～
１０，１８０円

４３，０６０円～
１０，１６０円 奇数月

（５月・７月・９月・
１１月・１月・３月）
の年６回

児童２人目加算額 １０，１９０円 １０，１７０円 １０，１８０円～
５，１００円

１０，１６０円～
５，０９０円

児童３人目以降加算額 ６，１１０円 ６，１００円 ６，１００円～
３，０６０円

６，０９０円～
３，０５０円

【問合わせ】子ども育成課　☎８４-０６５８
特別児童扶養手当・特別障がい者手当など　※各支払月に、その前月分までをまとめて支給します。

手当の種類 ～３月分（月額） ４月分～（月額） 支払月
特別児童扶養手当

（中・重度の障がい児童を監護
または養育している方）

１級 ５２，５００円 ５２，４００円
４月・８月・１１月

２級 ３４，９７０円 ３４，９００円
特別障がい者手当

（20歳以上で精神または身体の
重度の障がいにより日常生活
において常時特別の介護を要
する在宅の方）

県加算・Ａ種 ３４，２００円 ３４，１５０円

２月・５月・８月・
１１月

県加算・Ｂ種 ２８，４００円 ２８，３５０円

県加算・なし ２７，３５０円 ２７，３００円

障がい児福祉手当
（20歳未満で常時介護を必要と
する重度障がいの児童）
経過的福祉手当

県加算・Ａ種 ２１，７８０円 ２１，７５０円

県加算・Ｂ種 １６，０３０円 １６，０００円

県加算・なし １４，８８０円 １４，８５０円

【問合わせ】地域福祉課　☎８４-０６４３
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https://www.city.handa.lg.jp/kaigo/sougoujigyou/hojokin.html
https://www.city.handa.lg.jp/kosodateshien/kosodate/kosodate/hitorioya/fuyoteate.html
https://www.city.handa.lg.jp/chikifukushi/kenko/fukushi/shogaisha/jose/tokubetsusyougaisya.html
https://www.city.handa.lg.jp/chikifukushi/kenko/fukushi/shogaisha/jose/tokubetsujido.html

